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○山武市コミュニティ施設整備事業補助金交付要綱 

平成18年３月27日告示第８号 

改正 

平成21年３月31日告示第55号 

平成31年３月29日告示第48号 

令和３年８月31日告示第144号 

山武市コミュニティ施設整備事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 市は、地域社会におけるふれあいのある生活を育成するため、住民が設置するコミュニテ

ィ施設を整備する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、山武市補助金等交付規則（平

成18年山武市規則第53号。以下「規則」という。）及びこの告示に基づき補助金を交付する。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(１) コミュニティ施設 住民の融和並びに社会生活、文化及び教養の向上に資することを目的

とし、山武市行政区等設置規則（平成18年山武市規則第19号）第２条第１項又は第２項に規定

する行政区又は自治会（以下「地区団体」という。）が設置し、及び管理する施設をいう。 

(２) 建築 新築若しくは増築又は現施設の延床面積の３分の２以上の改築をいう。 

(３) 修理 修理を要する箇所が建築年月より10年以上経過し、かつ、10万円以上の経費を要す

る工事をいう。 

(４) 取得 既存の建築物をコミュニティ施設として購入する（購入後コミュニティ施設に改造

するまでを含む。）ことをいう。 

(５) 構内舗装 コミュニティ施設敷地内に駐車場を確保するための舗装工事をいう。 

(６) 解体 建築年月が20年以上経過している既存のコミュニティ施設及び付帯物を除去し、コ

ミュニティ施設敷地内を更地にするための工事をいう。 

（補助対象及び補助基準等） 

第３条 補助の対象となる事業の種目、補助基準及び補助額は、別表第１のとおりとする。 

（建築又は修理計画書の提出） 

第４条 第２条に掲げる事業（以下「事業」という。）を実施しようとする地区団体の代表者（以

下「地区代表者」という。）は、別表第２に定める期日までに、山武市コミュニティ施設整備事
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業計画書（別記第１号様式）を市長に提出しなければならない。 

（事業実施の承認） 

第５条 市長は、前条に定める計画書の提出があったときはこれを審査し、第３条に規定する補助

基準等に適合すると認めたときは、山武市コミュニティ施設整備事業実施承認通知書（別記第２

号様式）により地区代表者に通知するものとする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 前条の規定による承認を受けたときは、地区代表者は、別表第３に定める期日までに、山

武市コミュニティ施設整備事業補助金交付申請書（別記第３号様式）により、補助金の交付を申

請しなければならない。 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときはこれを審査し、補助金の交付を決定したと

きは山武市コミュニティ施設整備事業補助金交付決定通知書（別記第４号様式）により地区代表

者に通知するものとする。 

（補助金の交付条件） 

第８条 第５条の規定による補助金の交付条件は、次のとおりとする。 

(１) 事業に係る規模及び構造等を変更する場合は、市長の承認を受けること。 

(２) 事業の中止又は廃止をする場合は、速やかに市長の承認を受けること。 

(３) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、直ちに市長

に報告し、その指示を受けること。 

２ 事業を実施する場合は、千葉県福祉のまちづくり条例（平成８年千葉県条例第１号）第14条に

規定する整備基準に適合させるよう努めること。 

（事業変更等の承認申請） 

第９条 地区代表者は、事業の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、別表第３に定め

る期日までに、山武市コミュニティ施設整備事業変更（中止・廃止）承認申請書（別記第５号様

式）を市長に提出し、承認を受けなければならない。 

（事業変更等の承認） 

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときはこれを審査し、当該事業の変更又は中止若

しくは廃止を承認したときは山武市コミュニティ施設整備事業変更（中止・廃止）承認通知書（別

記第６号様式）により地区代表者に通知するものとする。 

（補助金の実績報告） 
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第11条 第７条の規定により補助金の交付決定を受けたときは、地区代表者は、別表第３に定める

期日までに、山武市コミュニティ施設整備事業実績報告書（別記第７号様式）を市長に提出しな

ければならない。 

（補助金の交付請求） 

第12条 補助金の交付の請求をしようとするときは、地区代表者は、別表第３に定める期日までに、

山武市コミュニティ施設整備事業補助金交付請求書（別記第８号様式）を市長に提出しなければ

ならない。 

（概算払の請求） 

第13条 地区代表者が規則第17条の規定により、補助金の概算払を受けようとするときは、山武市

コミュニティ施設整備事業補助金概算払交付請求書（別記第９号様式）を市長に提出しなければ

ならない。 

（補則） 

第14条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成18年３月27日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の成東町地区公民館等建築又は修理事業補助金交付

規則（平成９年成東町規則第７号）又は山武町コミュニティ施設整備事業補助金交付要綱（平成

15年山武町告示第20号）の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規

定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成21年告示第55号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成21年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際、現に改正前の山武市コミュニティ施設整備事業補助金交付要綱（平成18

年山武市告示第８号）の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の山武市コミュニティ

施設整備事業補助金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成31年３月29日告示第48号） 

この告示は、平成31年４月１日から施行する。 
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別表第１（第３条関係） 

対象事業等 

事業区分 基準 補助額 

１ コミュ

ニティ施

設 

新築・増

築・取得 

(１) 延床面積33ｍ２

以上で集会室が16ｍ

２以上の面積を有す

ること。 

(２) 200万円以上の

経費を要するもの 

① 床面積に１ｍ２当たり５万円を乗じて得た

額 

② 限度額700万円以内 

ただし、千葉県福祉のまちづくり条例第14条に

規定する整備基準に適合する場合は、800万円以

内 

改築 (１) 現施設の３分の

２以上を改築する場

合をいう。 

(２) 200万円以上の

経費を要するもの 

修理 (１) 現施設の修理に

要する経費であるこ

と。ただし、修理部

分が建築年月から10

年以上経過していな

ければならない。た

だし、市長が必要と

認めた場合は、この

限りではない。 

(２) 10万円以上の経

費を要するもの 

① 事業費に３分の１を乗じて得た額 

② 限度額100万円以内 

ただし、千葉県福祉のまちづくり条例第14条に

規定する整備基準に適合する場合は、150万円以

内 

２ 構内舗

装 

(１) コミ

ュニティ

施設敷地

内の舗装

① 事業費に３分の１

を乗じて得た額 

② 限度額30万円以内 
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に要する

経費であ

ること。 

(２) 10万

円以上の

経費を要

するもの 

３ 解体 コミュニテ

ィ施設及び

敷地内付帯

物の除去並

びに整地に

要する費用 

建築年月が20年以上経

過していなければなら

ない。ただし、市長が

必要と認めた場合は、

この限りでない。 

① 事業費に４分の１を乗じて得た額 

② 限度額50万円以内 

注：補助額に10,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

別表第２（第４条関係） 

事業区分 事業計画書の提出期限 

１ コミュニテ

ィ施設 

(１) 新築・増築・

取得・改築 

事業を開始する年度の前年度の市長が指定する日まで 

(２) 修理 修理を開始する年度の前年度の市長が指定する日まで 

ただし、緊急を要する場合は、市長が指定する日まで 

２ 構内舗装 事業を開始する年度の前年度の市長が指定する日まで 

３ 解体 事業を開始する年度の前年度の市長が指定する日まで 

別表第３（第６条、第９条、第11条、第12条関係） 

事業区分 補助金交付申請等の提出期限 

１ コミュ

ニティ施

設 

(１) 新築・増

築・取得・改

築 

① 交付申請 事業を開始する１週間前まで 

② 変更等承認

申請 

事業の変更等が生じた日から１週間以内 

(２) 修理 ③ 実績報告 

④ 交付請求 

事業完了の日から30日以内又は補助金の交付決

定に係る会計年度終了の日のいずれか早い日 
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２ 構内舗装 ① 交付申請 事業を開始する１週間前まで 

② 変更等承認

申請 

事業の変更等が生じた日から１週間以内 

③ 実績報告 

④ 交付請求 

事業完了の日から30日以内又は補助金の交付決

定に係る会計年度終了の日のいずれか早い日 

３ 解体 ① 交付申請 事業を開始する１週間前まで 

② 変更等承認

申請 

事業の変更等が生じた日から１週間以内 

③ 実績報告 

④ 交付請求 

事業完了の日から30日以内又は補助金の交付決

定に係る会計年度終了の日のいずれか早い日 
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別記 

第１号様式（第４条関係） 
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第２号様式（第５条関係） 
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第３号様式（第６条関係） 
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第４号様式（第７条関係） 
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第５号様式（第９条関係） 
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第６号様式（第10条関係） 
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第７号様式（第11条関係） 
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第８号様式（第12条関係） 
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第９号様式（第13条関係） 

 


